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第８回倉吉市教育委員会定例会 日程

日 時 令和２年６月 24 日（水）午後３時

場 所 倉吉市役所 Ａ会議室

１ 開 会

２ 前回会議録承認

３ 会議録署名委員の選出

４ 議 事

（１）議案第24号 倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の一部改正に

ついて················································· １

５ 教育長報告

６ 報告事項

各課報告（別紙）

７ その他

８ 閉 会



議案第２４号

倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の一部改正について

次のとおり倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の一部改正について、本委員会の承認を

求める。

令和２年６月２４日提出

倉吉市教育委員会教育長 小椋 博幸
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倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の一部改正について

【改正理由】

補助対象者の負担の軽減を図るため、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付申請書兼請求書（以

下「申請請求書」といいます。）を提出して補助金の交付を受けられる期間として、新たに毎年度の８

月１日から同月末日までの間を加えるものです。

【改正要旨】

１ 申請請求書を提出する期間を、原則として、毎年度の８月１日又は２月１日からそれぞれの日の

属する月の末日までの間とすることとした。 （第７条関係）

２ 補助対象者は、補助金の交付申請に当たって、それ以前に補助金の交付の対象となった経費があ

る場合は、当該経費を除いてこれを行わなければならないこととした。 （第７条関係）

３ この規則は、公布の日から施行することとした。 （附則関係）
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倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則の一部を改正する規則

倉吉市高校生等通学費助成事業補助金交付規則（令和２年倉吉市規則第12号）の一部を次のように改正
する。
次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「追加項」という。）を加える。
次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄
中下線が引かれた部分（追加項を除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部
分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加
える。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

改正後 改正前

（補助金の交付申請等） （補助金の交付申請等）
第７条 補助対象者が補助金の交付を受けようとす
る場合は、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金
交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる
書類を添付して、毎年度の８月１日又は２月１日
からそれぞれの日の属する月の末日までの間に提
出しなければならない。ただし、３月に通学定期
券を購入する必要がある等の特別な理由がある場
合は、３月１日から同月25日までの間に提出する
ことができる。

第７条 補助対象者が補助金の交付を受けようとす
る場合は、倉吉市高校生等通学費助成事業補助金
交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる
書類を添付して、毎年度２月１日から同月末日ま
での間に提出しなければならない。ただし、３月
に通学定期券を購入する等の特別な理由がある場
合は、３月１日から３月25日までの間とすること
ができる。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略
２ 略 ２ 略
３ 補助対象者は、補助金の交付申請に当たって、
それ以前に補助金の交付の対象となった経費があ
る場合は、当該経費を除いてこれを行わなければ
ならない。

3


	00_企画審資料（例規案件）一式20200623.pdfから挿入したしおり
	表紙（R02企画審議会案件）0623
	01_例規審査会資料_20200618.pdf
	改正文（会計年度任用職員取扱規則）


